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○奈井江町防災会議条例 

昭和38年１月24日条例第１号 

（目的） 

第１条 この条例は、災害対策基本法（昭和36年法律第223号）第16条第６項の規定に基づ

き、奈井江町防災会議（以下「防災会議」という。）の所掌事務及び組織を定めることを

目的とする。 

（所掌事務） 

第２条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 

(１) 奈井江町地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。 

(２) 町長の諮問に応じて町の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。 

(３) 前号に規定する重要事項に関し、町長に意見を述べること。 

(４) 奈井江町水防計画に関し調査審議すること。 

(５) 前４号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属するこ

と。 

（会長及び委員） 

第３条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。 

２ 会長は、町長をもって充てる。 

３ 会長は、会務を総理する。 

４ 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。 

５ 委員は、次に掲げる者をもって充てる。 

(１) 指定地方行政機関の職員のうちから町長が任命する者 

(２) 知事の部内の職員から町長が任命する者 

(３) 北海道警察の警察官のうちから町長が任命する者 

(４) 町長がその内部の職員のうちから任命する者 

(５) 教育長 

(６) 砂川地区広域消防組合の職員のうちから町長が任命する者 

(７) 砂川地区広域消防組合奈井江消防団長 

(８) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから町長が任命する者 

(９) 自主防災組織を構成する者又は学識経験者のうちから町長が任命する者 

６ 前項第１号から第４号、第８号及び第９号の委員の定数は、それぞれ若干名とする。 

７ 委員の任期は当該職務にある期間とする。 
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（専門委員） 

第４条 防災会議は、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。 

２ 専門委員は関係地方行政機関の職員、北海道の職員、町の職員、関係指定公共機関の職

員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから、町長が任命する。 

３ 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。 

（防災協力員） 

第５条 防災会議は、災害の予防及び情報を収集するため防災協力員を置く。 

２ 防災協力員は、次の者を町長が任命する。 

(１) 連合区長 

(２) 新砂川農業協同組合奈井江支所長 

(３) 奈井江町商工会会長 

（議事等） 

第６条 前各条に定めるもののほか防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事

項は、会長が防災会議に諮って定める。 

附 則 

この条例は、昭和38年１月１日から施行する。 

附 則（昭和40年９月30日条例第23号） 

この条例は、昭和40年10月１日より施行する。 

附 則（昭和51年６月26日条例第22号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和56年10月２日条例第19号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和63年９月24日条例第33号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成10年３月24日条例第９号） 

この条例は、公布の日から施行し、平成10年２月１日から適用する。 

附 則（平成12年３月24日条例第13号） 

この条例は、平成12年４月１日から施行する。 

附 則（平成15年３月18日条例第９号） 

この条例は、平成15年４月１日から施行する。 

附 則（平成24年12月21日条例第18号） 

この条例は、公布の日から施行する。 
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○奈井江町防災会議運営規程 

昭和40年10月１日規程第42号 

（趣旨） 

第１条 奈井江町防災会議（以下「防災会議」という。）の運営については災害対策基本法

（昭和36年法律第223号）、災害対策基本法施行令（昭和37年政令第288号）及び奈井江町

防災会議条例（昭和38年条例第１号）に定めるもののほか、この規程の定めるところによ

る。 

（会長の職務代理） 

第２条 防災会議の会長（以下「会長」という。）に事故があるときは、防災会議委員（以

下「委員」という。）である奈井江町副町長がその職務を代理する。 

（防災会議の招集） 

第３条 防災会議は、会長が招集する。 

２ 委員は必要があると認めるときは会長に対して防災会議の招集を求めることができる。 

（議事） 

第４条 防災会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開き議決することができない。 

（会長への委任） 

第５条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は会長が定める。 

附 則 

この規程は、昭和40年10月１日から施行する。 

附 則（平成19年３月26日規程第８号） 

１ この規程は、平成19年４月１日から施行する。 

２ この規程施行の際、現に奈井江町事務吏員若しくは技術吏員又はその他の職員に任命さ

れている者は、奈井江町辞令規程別表第１項の規定による辞令を受けたものとみなす。 
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○奈井江町災害対策本部条例 

昭和38年１月24日条例第２号 

改正 平成25年３月29日条例第10号 

（目的） 

第１条 この条例は、災害対策基本法（昭和36年法律第223号）第23条の２第８項の規定に基

づき奈井江町災害対策本部に関し必要な事項を定めることを目的とする。 

（組織） 

第２条 災害対策本部長は、災害対策本部の事務を総括し所部の職員を指揮監督する。 

２ 災害対策副本部長は、災害対策本部長を助け、災害対策本部長に事故があるときは、そ

の職務を代理する。 

３ 災害対策本部員は、災害対策本部長の命を受け、災害対策本部の事務に従事する。 

（班） 

第３条 災害対策本部長は、必要と認めるときは災害対策本部に班を置くことができる。 

２ 班に属すべき災害対策本部員は、災害対策本部長が指名する。 

３ 班に班長を置き、災害対策本部長の指名する災害対策本部員がこれに当たる。 

４ 班長は、班の事務を掌理する。 

（雑則） 

第４条 前各条に定めるもののほか、災害対策本部に関し必要な事項は災害対策本部長が定

める。 

附 則 

この条例は、昭和38年１月１日から施行する。 

附 則（平成25年３月29日条例第10号） 

この条例は、公布の日から施行する。 
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○奈井江町災害対策本部運営規程 

昭和40年10月１日規程第１号 

 

改正 昭和52年９月22日訓令第３号   昭和56年９月28日訓令第９号 

平成元年３月27日規程第２号   平成13年３月22日規程第１号 

平成14年３月26日規程第４号   平成15年３月18日規程第３号 

平成16年12月29日規程第21号   平成19年３月26日規程第８号 

平成22年３月30日規程第５号   平成24年３月30日規程第10号 

平成27年３月31日規程第14号   平成28年９月30日規程第21号 

平成29年３月31日規程第８号   平成29年９月29日規程第23号 

平成30年３月28日規程第６号   令和元年６月28日規程第 号 

（趣旨） 

第１条 奈井江町災害対策本部（以下「本部」という。）の運営等については、災害対策基

本法（昭和36年法律第223号）及び奈井江町災害対策本部条例（昭和38年条例第２号）に定

めるもののほか、この規定の定めるところによる。 

（災害対策副本部長） 

第２条 災害対策副本部長は副町長及び教育長をもって充てる。 

（災害対策本部員） 

第３条 災害対策本部員（以下「本部員」という。）は、次の者をもって充てる。 

(１) 総務課長 

(２) 企画財政課長 

(３) 会計課長 

(４) 町民生活課長 

(５) 保健福祉課長 

(６) 産業観光課長 

(７) 建設環境課長 

(８) 教育委員会事務局長 

(９) 議会事務局長 

(10) 町立国保病院事務長 

（対策班） 

第４条 本部に対策班を置く。ただし、災害の状況により、その一部を設置しないことがで

きる。 

(１) 総務・統括班 

(２) 広報・財務班 

(３) 避難対策・救護班 

(４) 農政・商工班 

(５) 建設・環境班 

(６) 教育班 

(７) 支援班 

２ 班長は町長の部局の課長をもって充てる。ただし、教育班長は教育委員会事務局長、支

援班長は議会事務局長とする。 
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（本部員会議） 

第５条 本部員会議は、災害対策に関し災害予防又は災害応急対策の重要事項を協議し、そ

の推進に当たる。 

（本部の庶務） 

第６条 本部の庶務は、総務課防災交通係が担当する。 

附 則 

この規程は、昭和40年10月１日から施行する。 

附 則（昭和52年９月22日訓令第３号） 

この規程は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和56年９月28日規程第９号） 

この規程は、公布の日から施行する。 

附 則（平成元年３月27日規程第２号） 

この規程は、平成元年４月１日から施行する。 

附 則（平成13年３月22日規程第１号） 

この規程は、平成13年４月１日から施行する。 

附 則（平成14年３月26日規程第４号） 

この規程は、平成14年４月１日から施行する。 

附 則（平成15年３月18日規程第３号） 

この規程は、平成15年４月１日から施行する。 

附 則（平成16年12月29日規程第21号） 

この規程は、平成17年１月１日から施行する。 

附 則（平成19年３月26日規程第８号） 

１ この規程は、平成19年４月１日から施行する。 

２ この規程施行の際、現に奈井江町事務吏員若しくは技術吏員又はその他の職員に任命さ

れている者は、奈井江町辞令規程別表第１項の規定による辞令を受けたものとみなす。 

附 則（平成22年３月30日規程第５号） 

この規程は、奈井江町課設置条例の一部を改正する条例（平成22年条例第７号）の施行の

日（平成22年４月１日）から施行する。 

附 則（平成24年３月30日規程第10号） 

この規程は、奈井江町課設置条例の一部を改正する条例（平成24年条例第９号）の施行の

日（平成24年４月１日）から施行する。 

  附 則（平成27年３月31日規程第14号） 

この規程は、奈井江町課設置条例の一部を改正する条例（平成27年条例第７号）の施行の

日（平成27年４月１日）から施行する。 

  附 則（平成28年９月30日規程第21号） 

この規程は、平成28年10月１日から施行する。 

  附 則（平成29年３月31日規程第８号） 

この規程は、平成29年４月１日から施行する。 

  附 則（平成29年９月29日規程第23号） 

この規程は、平成29年10月１日から施行する。 

  附 則（平成30年３月28日規程第21号） 
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この規程は、平成30年４月１日から施行する。 

  附 則（令和元年６月28日規程第 号） 

この規程は、令和元年７月１日から施行する。 
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○　災害協定締結一覧
（令和元年９月現在）

締結年月日 協　定　先 協定の概要

■

о情報連絡網・協力実施体制の構築

о施設の被害対応及び災害応急対策

о二次災害の防止に資する応急措置
　 の準備

о土木施設の被害状況の把握

大規模災害時等の連携に関す
る協定

平成２６年
１０月２８日

陸上自衛隊
第１１旅団

第１０即応機動連隊

о相互の連携により迅速かつ円滑な
　災害応急対策活動の実施

災害時協力協定
平成２６年
９月２９日

一般財団法人
北海道電気保安協会

о公共施設の電力復旧に係る応急対
　策の措置

■

о災害対応型自動販売機の電光掲示
   板による各種情報の提供

о災害対応型自動販売機内在庫飲料
   の無償提供

о避難所へのLPｶﾞｽ供給及び供給に
   必要な関連機器の設置

оLPｶﾞｽ供給停止が長期となった場合
   の簡易コンロ等の手配

о食料品、飲料水、日用品、その他
　指定物資の調達・販売

о店舗の営業継続や再開

о災害時の石油の優先給油

о給油所での帰宅困難者や被災者へ
  の情報提供等の支援

о災害時の石油の優先給油

о給油所での帰宅困難者や被災者へ
  の情報提供等の支援

о大型貨物自動車による災害復旧用
　資機材、救援物資の輸送

о災害時の物資輸送・物資拠点の協
　力

包括連携協定
平成３０年
５月９日

ヤマト運輸㈱
千歳主管支店

災害時における石油類燃料の
供給等に関する協定

災害時における石油類燃料の
供給等に関する協定

平成３１年
２月１４日

平成３１年
４月１日

空知地方石油業
協同組合

新砂川農業協同組合

平成２９年
３月３０日

札幌地区ﾄﾗｯｸ協会
滝川支部

協　定　名

奈井江町所管公共土木施設に
おける災害時の協力体制に関
する実施協定

平成１８年
７月２４日

奈井江建設協会

北海道開発局
（札幌開発建設部）

平成２２年
５月２８日

北海道地方における災害時の
応援に関する申合せ

災害応急対策

生活物資等供給対策

北海道コカコーラボ
トリング㈱

災害対応型自動販売機による
協働事業に関する協定

平成２０年
９月１１日

北海道エルピーガス
災害対策協議会

平成２２年
８月１０日

災害等の発生時における奈井
江町と北海道エルピーガス災
害対策協議会の応急・復旧活
動の支援に関する協定

災害時における物資の緊急・
救援輸送時に関する協定

災害時の物資供給及び店舗営
業の継続又は早期再開に関す
る協定

平成２９年
８月２９日

㈱セブン-イレブ
ン・ジャパン
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■

о避難者避難先等の情報の相互提供

о郵便局ネットワークによる広報活動

о災害時に㈱ゼンリン著作の地図等
　の提供
о関係機関や住民との情報共有を行
  い、災害対策の効率化を支援

о災害時の町ホームページアクセス
　負担軽減を図る

о町の防災に関する各種情報をヤフ
  ーサービス上に掲載する

㈱セコマ

㈱ゼンリン

災害発生時における奈井江郵
便局と奈井江町の協力に関す
る協定

平成２６年
６月２７日

日本郵便㈱
奈井江郵便局

その他対策

災害に係る情報発信等に関す
る協定

平成３１年
４月１日

ヤフー㈱

平成３１年
２月１９日

災害発生時における地図製品
等の供給等に関する協定

令和元年
９月１８日

о食料品、飲料水、日用品、その他
　生活物資の避難所等への配送

災害時における応急生活物資
の供給等に関する協定
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指定緊急避難場所・指定避難所マップ

■指定避難所（８施設）
番号 施設名
1 文化ホール

2 交流プラザみなクル

3 奈井江中学校（体育館）※

4 社会教育センター※

5 奈井江小学校（体育館）※

6 奈井江商業高校（体育館）

7 体育館

8 農業構造改善センター

※印は浸水の可能性

がある場合は避難所

が変更となります

●指定緊急避難場所（21箇所）
番号 施設名

対象災害

洪水 地震

1 文化ホール（広場等） ○ ○

2 交流プラザみなクル（広場等） ○ ○

3 奈井江中学校（グラウンド） ※○ ○

4 社会教育センター（広場等） ※○

5 奈井江小学校（グラウンド） ※○ ○

6 奈井江商業高校（グラウンド） ○ ○

7 体育館（広場等） ○ ○

8 農業構造改善センター（広場等） ○ ○

9 奈井江町役場（広場等） ※○ ○

10 北町コミュニティ会館 ※○ ○

11 南町コミュニティ会館 ○

12 東町コミュニティ会館 ○ ○

13 東町生活館 ○

14 向ヶ丘生活館 ○

15 茶志内連合会館 ○

16 京極会館 ○

17 宮村農業集落センター ○

18 厳島農業集落センター ○

19 白山農業集落センター ○

20 大和連合会館 ※○ ○

21 道の駅「ハウスヤルビ奈井江」 ○ ○

※印は浸水の可能性がある場合は避難場所が変更となります

⾄ 砂川市

⾄ 美唄市

⾄ 浦⾅町
【指定避難所とは】

【指定緊急避難所とは】

 災害の危険性があり避難した住⺠等を災害の危険
性がなくなるまでに必要な間滞在させ、または災害
により家に戻れなくなった住⺠等を⼀時的に滞在さ
せるための施設になります。

 災害が発⽣し、⼜は発⽣するおそれがある場合に、
その危険から逃れるために洪⽔や地震などの災害の
種類ごとに、緊急避難する広場や建物等の施設にな
ります。

【資料】
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